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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン電池ベースの蓄電手段を備える潜水艦であって、
　前記リチウムイオン電池ベースの蓄電手段は、関連する個々の貯蔵要素（２、３、４）
の形態をとり、該要素（２、３、４）それぞれには電気接続及び作動管理カード（５、６
、７）が設けられている、潜水艦において、
‐　前記関連する個々の前記貯蔵要素（２、３、４）は１つの列に配置されており、
‐　１つの前記列（１）の１つの前記要素の電子カード（５、６、７）それぞれは、その
端部（８、９）において、その最も近い隣接する前記列（１）の電子カード（５、６、７
）に機械的かつ電気的に接続されて、前記列（１）のためのカードのストリップ（１ａ）
を形成し、
‐　該カードのストリップ（１ａ）は、その端部のうちの少なくとも１つからオペレータ
によって操作することができ、前記列（１）の前記貯蔵要素（２、３、４）に対して滑動
させることができる
ことを特徴とする、潜水艦。
【請求項２】
　列（１）の前記電子カード（５、６、７）及び前記貯蔵要素（２、３、４）は、前記電
子カード（５、６、７）及び前記要素（２、３、４）の幅方向において互いからオフセッ
トされた相補的電気接続手段（１２、１３、１４、１５、１６、１７）を含むことを特徴
とする請求項１に記載の潜水艦。
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【請求項３】
　前記相補的電気接続手段（１２、１３、１４、１５、１６、１７）の位置は、前記列（
１）の前記要素（２、３、４）の位置に応じて構成可能であることを特徴とする請求項２
に記載の潜水艦。
【請求項４】
　１つの列のカードのストリップ（１ａ）は、前記貯蔵要素（２、３、４）の側部それぞ
れに設けられたレール（１０、１１）中を滑動することによって移動可能に取り付けられ
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の潜水艦。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、厳密に言えば潜水艦のような、水中ビークル（ｕｎｄｅｒｗａｔｅｒ　ｖｅ
ｈｉｃｌｅ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これらのタイプの水中ビークルには、通常は端に分割された電力網から給電される電気
的推進手段が設けられている。
【０００３】
　また、これらのタイプの水中ビークルは、搭載されている大量のＤＣ電力貯蔵源を有し
ている。
【０００４】
　その低質量によって、リチウムイオン電池は、非常に大容量の電池の製造を検討するこ
とを可能にする。
【０００５】
　これらリチウムイオン電池によってもたらされる技術的進歩から、設置密度を増加させ
、十分に利益を受けることを目的として、電池モジュールは、できるだけ多く互いに隣り
合わせに、又は上下に積み重ねなければならず、そのことは、電線の数を、したがって短
絡のリスクを制限するように、電池モジュールに可能な限り接近して配置され、電池それ
自体、又は電池の作動を管理するための電子カードに対してアクセス上の問題をもたらす
場合がある。
【０００６】
　実際に、電子カードは、それ自体が蓄電池やコネクタ技術だけで構成されたバッテリモ
ジュールよりも定期的に故障する傾向があり、これらのカードに簡単にアクセスし、いく
つかのモジュールを分解することなく迅速に交換できることは関心を引くことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明はこれら問題を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的のために、本発明は、関連する個々の貯蔵要素の形態を仮定したリチウムイオ
ン電池ベースの蓄電手段を備えた潜水艦に関し、各要素には電子的な接続及び作動管理カ
ードが設けられ、
‐　関連する個々の貯蔵要素は、一列に配置され
‐　１つの列の１つの要素の電子カードそれぞれは、その端部において、その最も近い隣
接する列の電子カードに機械的かつ電気的に接続されて、この列のためのカードのストリ
ップを形成し、
‐　このカードのストリップは、その端部のうちの少なくとも１つから作業者によって操
作することができ、その列の貯蔵要素に対してスライドすることができる。
【０００９】
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　単独で又は組み合わせの形で検討される他の特徴によれば、本発明に係る水中ビークル
はまた、以下の特徴：　
‐　１つの列の電子カード及び貯蔵要素は、これら電子カード及び要素の幅方向において
互いからオフセットされた相補的な電気的接続手段を含む
‐　相補的な接続手段の位置は、列中の要素の位置に依存して構成可能である
‐　１つの列のカードのストリップは、貯蔵要素の側部それぞれに設けられたレール内を
摺動することによって移動可能に取り付けられる
のうちの１つ以上を有することができる。
【００１０】
　本発明は、単に例示として提供され、添付の図面を参照して行われる、以下の説明を使
用してより良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る貯蔵要素と電子カードとを含むリチウムイオン電池の列を示す図で
ある。
【図２】本発明に係る貯蔵要素と電子カードとを含むリチウムイオン電池の列を示す図で
ある。
【図３】図１の貯蔵要素の上面図である。
【図４】図１の電子カードの底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図面、特に図１及び図２は、本発明による水中ビークルの構成要素に含めることができ
る、リチウムイオン電池ベースの蓄電手段を示す。
【００１３】
　この水中ビークルは、例えば、厳密に言えば潜水艦によって形成される。
【００１４】
　これら蓄電手段は、それぞれが電子的接続及び作動管理カードを設けられた個々の貯蔵
要素の形態をとる。
【００１５】
　したがって、例えばこれら図１及び図２には、個々の蓄電要素２、３、４の列１が示さ
れており、そのそれぞれが、電子接続及び作動管理カード５、６、７をそれぞれ有してい
る。
【００１６】
　これらカードは、例えば貯蔵要素２、３、４の上面に位置している。
【００１７】
　伝統的に、これら電子カード５、６、７は、貯蔵要素２、３、４を水中ビークルの残り
の回路に接続し、これら貯蔵要素２、３、４の作動を管理することを可能にする。
【００１８】
　したがって、これら電子カード５、６、７は電子接続回路、例えば個々の貯蔵要素２、
３、４の相補的スタッドと協働することを意図された接続スタッドを含む。
【００１９】
　上述した様々な問題を解決するために、本発明によるビークルでは、対応するカード内
のこれらモジュールへのアクセスを容易にしつつ、電池モジュールを可能な限り積み重ね
るように、個々の貯蔵要素２、３、４は一列に配置されている。
【００２０】
　さらに、１つの列の要素２、３、４の電子カード５、６、７それぞれは、隣接する電子
カードに機械的及び電気的に接続されて、これら図１及び図２に示すようにこの列１のた
めのカードのストリップを形成している。
【００２１】
　次いで、このカードのストリップは、その端部のうちの少なくとも１つからその列の貯
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蔵要素２、３、４に対してスライドさせることによって、オペレータによって操作するこ
とができる。
【００２２】
　したがって、図２に示すように、貯蔵要素２、３、４は列１に配置され、対応する電子
カード５、６、７は、例えばそれらの端部８、９において互いに対して接続され、それに
よって、この列１のためのカードのストリップ１ａを形成する。
【００２３】
　次いで、このカードのストリップ１ａはガイドレール、例えば、貯蔵要素２、３、４の
両側に設けられたレール１０、１１によって、列１の貯蔵要素２、３、４のセットの上を
摺動する形で搭載される。
【００２４】
　一旦これら要素が位置合わせされると、これら要素のレールもまた互いに対して位置合
わせされて、カードのストリップ１ａの対応する端部を受け入れる。
【００２５】
　オペレータが１つの列の電子カードにアクセスすることを望むと、このカードのストリ
ップを列の関連する貯蔵要素から自由にするためには、彼は、その列に対応するカードの
ストリップ１ａの端部のうちの一方を単に把持し引っ張ることだけを必要とされることが
わかる。
【００２６】
　有利には、貯蔵要素及び関連する電子カードは、情報を交換するための相補的な接続手
段又は部材を備える。
【００２７】
　これら相補的部材は、例えば貯蔵要素のためのコネクタ及び電子カードのための接続部
材である。
【００２８】
　したがって、貯蔵要素それぞれは、その貯蔵要素が関連する貯蔵要素に関する情報、特
に貯蔵要素の端子間の電位に関する情報を回復して送ることができるコネクタを含む。
【００２９】
　貯蔵要素２、３、４にそれぞれ対応する３つのコネクタ１２、１３、１４が、例えば図
３に示されている。
【００３０】
　したがって、貯蔵要素に対応するカードは、関連する貯蔵要素のコネクタに接続するこ
とができる接続部材を備える。
【００３１】
　例えば、図４に示すように、貯蔵要素２、３、４に関連する電子カード５、６、７は、
電気接続部材１５、１６、１７を備え、これら部材１５、１６、１７は、図３に示すよう
に貯蔵要素２、３、４のコネクタ１２、１３、１４にそれぞれ接続することができる。
【００３２】
　これら図３及び図４に示すように、コネクタ１２、１３、１４は、貯蔵要素２、３、４
の幅方向に互いに対してオフセットされている。
【００３３】
　また、接続部材１５、１６、１７は、カードの幅方向に互いに対してオフセットされて
おり、それによってこれら部材１５、１６、１７は依然としてコネクタ１２、１３、１４
にそれぞれ接続することができる。
【００３４】
　この構成は、オペレータが例えば列１のカードのストリップ１ａをスライドする際に、
電子カード５、６、７を貯蔵要素２、３、４の上で、コネクタ１２、１３、１４に当接さ
せる危険無く、摺動させることを可能にする。
【００３５】
　もちろん、相補的な接続手段からなるこの構成は、その列における対応する貯蔵要素の
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位置に応じて調整可能であるとともに構成可能である。
【００３６】
　したがって、このような構造が、所定の数の利点、特にこれら電池の操作及び維持管理
に関する利点を有することを理解することができる。
【符号の説明】
【００３７】
２、３、４　　　　　　　　　　　　　貯蔵要素
５、６、７　　　　　　　　　　　　　電気接続及び作動管理カード
１　　　　　　　　　　　　　　　　　１つの列
１ａ　　　　　　　　　　　　　　　　カードのストリップ
１２、１３、１４、１５、１６、１７　相補的電気接続手段
１０、１１　　　　　　　　　　　　　レール

【図１】

【図２】

【図３】
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